
○ 将来負担比率の対象となる「債務負担行為に基づく支出予定額」とは、前年度末時点において地方公共団体が予算に定めている

債務負担行為（設立法人以外の者のための債務負担行為を除く）に基づく支出予定額のうち、地方債をその財源とすることができる

地方財政法第５条各号の経費に係るもので、当該地方公共団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額（当該

年度以降の利払いに係る支出予定額を除く）をいう（法2Ⅳロ、令5、則8）。

① PFI事業に係る公共公用施設建設事業費等

② いわゆる「五省協定」に係る公共公用施設建設事業費

③ 国営土地改良事業に対する負担金

④ 「森林研究・整備機構」や「水資源機構」等の事業に対する負担金

⑤ 職員住宅等の無償譲渡を受けるために支払う賃借料

⑥ いわゆる「依頼土地」の買い戻しに要する経費

⑦ 社会福祉法人の施設建設費の償還に対する補助

⑧ 損失補償又は債務保証に係る債務履行に要する経費

⑨ 債務引受に係る債務履行に要する経費

⑩ ①～⑨に準ずる経費

事務機器や庁用車のリース料・○○事務に係る委託料

㈶○○の借入金に対する損失補償、○○県信用保証協会に対する損失補償

複数年度にわたる工事請負代金の支払経費

○ 将来負担比率の対象となる「債務負担行為に基づく支出予定額」のイメージ

①～⑩の経費のうち
当該年度以降に発生
する利子支払分

将来負担額
(債務負担行為に基づく支出予定額)

地財法5条各号の対象経費
でないものは対象外

設立法人以外の者のためにする
損失補償債務は、「損失補償債
務等に係る一般会計等負担見込
額（法2Ⅳチ）」において将来負担
額を算定するため対象外

当該年度以降に
発生する利子は、
支払額が確定し
ないため対象外
（前年度末まで
に発生した利子
は対象となる）

地財法5条各号の
対象経費であって
も、契約相手方の
債務履行に対し、
各年度において
その対価を支払っ
ているに過ぎない
ものは対象外

債務負担行為に基づく支出予定額に係る将来負担額の算定方法（将来負担比率）

①～⑩の経費のうち
実質的に一般会計等
の負担とならないもの
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